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令和４年 7月 22日 （令和４(2022)年度第 11号） 

全国保育士会委員ニュース 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

＜ニュースの内容＞ 

◼ 「子ども・子育て会議」（第 61回）が開催される（内閣府） 

◼ 『第 1 回「就学全の子どもの育ちに係る基本的な指針」に関する

有識者懇談会』が開催される（内閣官房 こども家庭庁設立準備

室） 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

◼ 「子ども・子育て会議」（第 61 回）が開催される（内閣

府） 
 

 令和 4 年 7 月 7 日、第 61 回子ども・子育て会議が開催されました。なお、本会議には、

全国保育協議会から森田信司副会長が出席しています。 

内閣府から「経済財政運営と改革の基本方針 2022 等」、「公定価格等関連事項等」、

「令和 3 年教育・保育施設等における事故報告集計」、「幼保連携型認定こども園保育教

諭の免許状・資格併有促進策の検討状況」、「こども家庭庁の設置に向けた状況」につい

て説明されました。また、厚生労働省から「児童福祉法の改正」、「認可外保育施設の無

償化に係る 2 年後を目途とする検討」「児童福祉施設設備基準関係の改正」について、文

部科学省から「幼保小の連携接続強化」として、今年度より実施される「幼保小の架け橋

プログラムに関する調査研究事業」についてそれぞれ説明がありました。 

（１）「月額 3%程度、9,000円」の処遇改善の令和 4年 10月以降の取り扱いについて 

内閣府から説明のあった「公定価格等関連事項等」では、「コロナ克服・新時代開拓の

ための経済対策」の一環として令和 4年 2月から実施されている保育士等を対象とした「収

入を 3%程度（月額 9,000円）引き上げるための措置」の令和 4年 10月以降の取り扱いが示

されました。 

令和 4 年 10 月以降は、公定価格において措置を講じ、従来の処遇改善と同様に「加算」

として位置づけられます。ただし、対象者や要件等の仕組みについては、現状の補助事業

と同様とされています。 

また、公定価格の見直しによる措置が年度途中であることを考慮し、令和 4 年 10 月から

令和 5 年 3 月までは現状の補助事業と同様に、各種加算について平均取得率により一律に

算定されます。さらに、すでに令和 4 年 2 月から補助金により処遇改善を実施している施
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設においては、令和 4 年 10 月以降の適用にあたって、あらためて加算認定を行うことは不

要とされています。 

なお、令和 5年 4月以降の取り扱いは令和 5年度予算編成過程で検討が行われます。 

 令和 4年 2～9月 令和 4年 10月～ 

交付の仕組み 補助金 公定価格の加算（特定加算部分にお

いて「処遇改善等加算Ⅲ（仮称）」

を新たに設ける） 

単価 ・公定価格上の配置基準に基づい

て算定。 

・各種加算で算定される職員は平

均取得率により一律に単価を算

定。 

同左（令和 4 年 10 月から令和 5 年 3

月までは従前の補助金と同様に、各

種加算について平均取得率により一

律に算定） 

 

対象者 保育所や幼稚園等に勤務する職員 同左 

要件 ①令和 4 年 2 月分の給与から賃金

改善を行うこと。 

②賃金改善のうち最低でも 2/3 以

上は基本給・決まって毎月支払わ

れる手当によること。 

③賃金改善計画書及び賃金改善実

績報告書を提出すること。 

①賃金改善を行うこと 

②同左 

③同左（補助金により今般の処遇改

善を実施している施設・事業所につ

いては、令和 4 年 10 月の見直し時に

改めて加算認定を行うことは不要） 

対象施設 ・特定教育・保育施設 

・特定地域型保育事業所 

同左 

実施（認定）主

体 

市町村 同左 

※ 公立の保育所等については、令和 4年 10 月以降は地方交付税措置により対応。 

※ 「国家公務員給与改定対応部分」の令和 4年 10月以降の取扱いについては、令和 4 

年人事院勧告の内容をふまえて対応を検討。 

 

（2）今後パブリックコメントの実施が予定されている事項 

本会議で説明のあった「幼保連携型認定こども園保育教諭の免許状・資格併有促進およ

び、「児童福祉施設設備基準関係の改正」に関する下記三点は、パブリックコメントの実

施が予定されています（7月下旬から 8月上旬開始）。 

【児童福祉施設の設備および運営に関する基準の一部改正について（保育所等関係）】 

① 保育所等における児童の安全確保のための計画策定の義務化 

② 保育所と児童発達支援事業の併設を可能とするため、設備及び人員の専従規定の緩和 

③ 保育所における看護師等のみなし配置に関する要件緩和 
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これらの説明に対して、全保協・森田副会長は昨今の物価高騰への対応等について意見

を述べました。 

第 61回子ども・子育て会議 森田信司副会長 発言要旨 

➢ コロナ禍とウクライナ情勢等により物価が高騰しております。こうしたことに対し

て、令和 4 年 5 月 2 日付け事務連絡の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総

合緊急対策について」において、給食費の負担軽減についてお知らせいただいたと

ころです。これについて感謝申しあげます。しかしながら、市町村におきましては

実施する市町村とまだまだ動こうとしない市町村に大きな隔たりがあります。すべ

ての市町村において、給食費の負担軽減の動きが取られるよう働きかけをお願いい

たします。 

➢ また、給食費以外にも光熱水費や、冬になると採暖費などエネルギー費の負担が増

えると考えます。聞くところによりますと、臨時特例交付金による支援は光熱水費

にも適用が可能であるとの通知が近日中に出されるようですが、できるだけ速やか

に出していただきますようにお願いいたします。また、その際には給食費同様、自

治体での対応に差が出ないよう周知をお願いいたします。 

➢ もう一つは、建築費の高騰です。これだけ急激に建築費が高騰しますと改築にかか

る入札自体が出来るのか不安になります。修繕費や老朽改築等の補助金等に関しま

しても単価の改善をお願い致します。 

➢ 今般の児童福祉法改正において、市区町村は、保育所等、身近な子育て支援の場に

おける相談機関の整備に努めるとされております。いわゆる「かかりつけ相談機

関」のことですが、令和 6 年度の施行に向けて、今後さまざまな検討がされていく

と思います。民間公立問わず、保育所や認定こども園が、地域において役割や機能

を発揮できるよう、また、発揮しやすい体制の構築をお願い致します。 

資料等の詳細は下記ホームページをご確認ください。（1）に関しては配布資料「3」を、

（2）に関しては配布資料「2」と「9」をご覧ください。 

■ 内閣府トップページ > 内閣府の政策 > 子ども・子育て本部 > 子ども・子育て支援新制度 >  

子ども・子育て会議等 > 子ども・子育て会議 > 子ども・子育て会議（第 61回） 

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_61/index.html 

 

◼ 『第1回「就学全の子どもの育ちに係る基本的な指針」

に関する有識者懇談会』が開催される（内閣官房 こど

も家庭庁設立準備室） 
 

 令和 4 年 7 月 12 日（火）、『第 1 回「就学全の子どもの育ちに係る基本的な指針」に関

する有識者懇談会」（内閣官房 こども家庭庁設立準備室）が開催されました。 

本有識者懇談会は、こども家庭庁が、今後閣議決定される予定となっている「就学前の

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_61/index.html
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こどもの育ちに係る基本的な指針」に基づき政府内の取組を主導することとされているこ

とを踏まえ、本基本的な指針の素案を作成するにあたり設置されるものです。（座長：秋

田喜代美氏（学習院大学 教授）） 

第 1回では、スケジュールや主な論点等が示されました。 

－主な論点例－ 

１．全てのこどもの健やかな育ちを保障するために  

全ての就学前のこどもの育ちを保障すべく、こどもの育ちを支える全ての大人が共有すべき

内容（例：「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」「体罰等によらない子育てのために」

「子ども虐待対応の手引き」）とその手法に関する基本的な考え方について検討。 

２．全ての就学前教育・保育施設において共有すべき内容と手法  

幼稚園、保育所、認定こども園はもとより認可外施設や障害児通所支援事業所を含む全ての

こどもの育ちを支える施設において共有すべき内容（義務教育段階への円滑な接続、児童虐待

の予防等や早期発見のための取組・関係機関との連携強化、家庭・地域との連携強化を含む）

とその効果的手法（研修の実施、普及啓発等）を検討。 

３．未就園児の支援のための方策  

どの施設にも通っていないいわゆる未就園児等の把握、支援の方策（アウトリーチを含む）

について、今年度、こども家庭庁設立準備室において実施する調査研究事業の成果も参考に検

討（未就園児等を行政等による支援にどのようにつなげるか、という方策を含む）。 

４．家庭や地域における子育て支援の充実（体罰によらない子育ての普及啓発等含む）  

就学前の教育・保育、体罰や虐待の予防等に係る専門的知見の内容を、家庭や地域での子育

てにおいて活用してもらえるよう、共有すべき内容と方策について検討。 

また、概要の説明が行われた後、各委員による自由討議が行われ、秋田座長からは以下

の発言がありました。 

【全国保育士会事務局整理】 

○こども家庭庁とともに、こども基本法が成立したことを嬉しく思う。学ぶ権利を有し、保護さ

れる存在であるが、養護と教育の一体的な展開により自らの未来を切り開くことができること

が改めて示された。 

○全ての教育・保育施設の質が一層高くなるとともに、地域のハブになることが重要である。一

方で、未就園の子どもの保護者への支援や、保護者同士の助け合いが必要。 

今後は、9 月～11 月にかけて論点に関する意見交換が行われ、令和 5 年 3 月までに指針

の素案が取りまとめられる予定です。 

詳細は以下をご参照ください。 

■内閣官房トップ > 各種本部・会議等の活動情報 > 「就学前のこどもの育ちに係る基本的な指

針」に関する有識者懇談会 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_sodachi_yushiki/index.html 

 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_sodachi_yushiki/index.html

